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新
津
の
夏
の
行
事
と
し
て

定
着
し
て
い
る「
新
津
松
坂
」

を
街
の
中
で
唄
い
踊
る
風
景

は
越
後
の
夏
の
彩
り
で
す
。

全
国
的
に
も
、
さ
き
が
け
て

繰
り
広
げ
ら
れ
た
と
い
う
伝

統
が
あ
り
、
長
い
間
親
し
ま

れ
て
き
た
行
事
で
す
。
唄
い

踊
る
人
々
は
老
若
男
女
１
、５

０
０
人
に
の
ぼ
り
、
地
域
外

か
ら
見
物
に
訪
れ
る
人
も
多

く
熱
気
に
あ
ふ
れ
た
夏
の
祭

り
で
す
。
こ
の
民
謡
流
し
の

さ
ま
ざ
ま
な
風
景
を
、
お
好

み
の
ア
ン
グ
ル
で
撮
っ
て
ご

応
募
下
さ
い
。

【
撮
影
対
象
】

新
津
松
坂
流
し
と
里
神
楽

【
応
募
規
定
】

４
ツ
切
り(

ワ
イ
ド
４
ツ
切

り
可)

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で

の
撮
影
作
品
の
合
成
加
工
等

は
不
可
と
し
ま
す
。

【
締
め
切
り
】

９
月
７
日
㈮
必
着

【
応
募
先
】

新
潟
フ
ジ
カ
ラ
ー
取
り
扱
い

写
真
専
門
店
ま
た
は
郵
送
の

場
合
は
〒
９
５
６

－

０
８
６

４
新
潟
市
秋
葉
区
新
津
本
町

３

－

１

－

７
「
新
津
観
光
協

会
」
宛
。
作
品
の
裏
に
応
募

票
を
貼
付
し
て
下
さ
い
。

応
募
票
に
ご
記
入
頂
い
た
個

人
情
報
は
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス

ト
以
外
の
目
的
に
使
用
致
し

ま
せ
ん
。

【
入
選
発
表
】

１０
月
上
旬
、
入
選
者
に
は
直

接
通
知
し
ま
す
。

※
詳
細
は
新
津
観
光
協
会
ま

で

☆
新
津
松
坂
流
し

　

８
月
１６
日
㈭

(

雨
天
の
場
合
１
日
順
延)

☆
屋
台
ま
つ
り

　

８
月
１９
日
㈰
〜
２０
日
㈪

◆
新
津
松
坂
流
し

当
日
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と

主
な
内
容
◆

19

：

00
〜
整
列

19

：

25
〜

開
会
セ
レ
モ
ニ
ー

19

：

30
〜
20

：

45

新
津
松
坂
流
し

20

：

50
〜
21

：

20
里
神
楽
競
演

※
詳
細
は
新
津
観
光
協
会
ま
で

に
い
つ
夏
ま
つ
り
日
程

　

新
津
商
工
会
議
所
で
は
、

会
員
の
皆
様
並
び
に
ご
家

族
・
従
業
員
・
勤
労
者
福
祉

共
済
会
員
の
方
を
対
象
に
定

期
健
康
診
断
を
実
施
い
た
し

ま
す
。
働
く
人
の
健
康
は
企

業
の
財
産
で
す
。
こ
の
機
会

に
是
非
受
診
い
た
だ
き
、
皆

様
の
健
康
管
理
に
お
役
立
て

く
だ
さ
い
。

日　

時

　

９
月
３
日
㈪
〜
６
日
㈭

　

８
：
３０
〜
１５
：
００

 （
１１
：
３０
〜
１３
：
００
は
除
く
）

会　

場

　

本
町
二
番
館
一
階
ホ
ー
ル

※
受
診
料
は
会
員
特
別
料
金

に
設
定
し
て
あ
り
、
割
安
で

す
。（
政
府
管
掌
コ
ー
ス
除
く
）

非
会
員
の
方
は
、
こ
の
機
会

に
会
員
へ
ご
加
入
い
た
だ
き
、

ご
利
用
下
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は

新
津
商
工
会
議
所　

長
谷
川

・
牛
田
へ　

☎
２２

－

０
１
２
１

暑
い
日
は
冷
房
完
備
の
〝
ぽ

っ
ぽ
〞
で
一
休
み

☆
夏
ま
つ
り
臨
時
オ
ー
プ
ン

 

〈
８
月
〉

   

１６
日　

新
津
松
坂
流
し

　
　
　
　

※
雨
天
時
翌
日

　

１９
日　

屋
台
ま
つ
り

　

２０
日　

屋
台
ま
つ
り

◇
２
Ｆ
会
議
室
利
用
受
付
中

　

ご
利
用
料(

冷
房
完
備)

　

１
時
間
６
０
０
円

開
催
日
時

：

　

７
月
２７
日
㈮
〜
８
月
３１
日

㈮
ま
で
の
毎
週
火
曜
日
と
金

曜
日　

１４
：
００
〜
１６
：
００

昔
な
が
ら
の
手
動
か
き
氷
機

を
使
用
し
た
、
手
づ
く
り
な

ら
で
は
の
口
当
た
り
を
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。「
氷
」
に

も
こ
だ
わ
っ
た
自
慢
の
一
品

で
す
！！

　

シ
ロ
ッ
プ
は
常
時
８
種
類

以
上
を
ご
用
意
。定
番
の「
イ

チ
ゴ
味
」
を
は
じ
め
、
新
入

荷
の
「
マ
ン
ゴ
ー
味
」「
パ

イ
ン
味
」も
オ
ス
ス
メ
で
す
。

（
☎
２１

－

２
４
６
４
）

  《
新
潟
市
新
津
美
術
館
》

★
浮
世
絵
名
品
展

〜
８
／
２６
㈰
ま
で

★
夏
の
絵
本
と
お
ば
け
の
絵

本
の
お
は
な
し
会

８
／
５
㈰
１９
㈰

★
展
示
替
え
の
た
め
休
館

８
／
２７
㈪
〜
９
／
４
㈫

★
五
味
太
郎
作
品
展
絵
本
の

時
間

９
／
５
㈬
〜
１０
／
２１
㈰

時
間
な
ど
の
詳
細
は

(

☎
２５

－

１
３
０
０)

  《
新
津
フ
ラ
ワ
ー
ラ
ン
ド
》

  【
イ
ベ
ン
ト
】

★
お
ば
け
か
ぼ
ち
ゃ
コ
ン
テ

ス
ト
・
ふ
れ
あ
い
花
の
写
真

展　

９
／
１
㈯
〜
９
㈰

【
定
期
園
芸
教
室
】

★
花
の
写
真
教
室

８
／
１１
㈯
１６
㈭
９
／
６
㈭

★
楽
し
い
寄
せ
植
え
教
室

８
／
１６
㈭

★
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン

ト
教
室　

８
／
５
㈰

【
フ
ラ
ワ
ー
ラ
ン
ド
の
日
】

(

１０
％
割
引)

８
／
１０
㈮
〜
１２
㈰

時
間
な
ど
の
詳
細
は

(

☎
２４

－

８
７
８
７)

   《
花か

夢む

里り

に
い
つ
》

★
夏
の
植
木
ま
つ
り

〜
９
／
９
㈰
ま
で

★
盆
花
市

８
／
１１
㈯
〜
１３
㈪

★
菊
ま
つ
り

９
／
１
㈯
〜
１０
／
８
㈷

★
秋
植
え
球
根
ま
つ
り

９
／
１
㈯
〜
１０
／
１１
㈭

★
庭
木
芽
摘
講
習
会

８
／
５
㈰

時
間
な
ど
の
詳
細
は

(

☎
２１

－

６
６
３
３)

  《
新
潟
県
立
植
物
園
》

【
企
画
展
示
】

★
食
虫
植
物
展

〜
９
／
９
㈰
ま
で

★
夜
間
開
園

８
月
毎
週
土
曜
及
び
１２
㈰

夜
８
時
半
ま
で
会
館
延
長

【
第
３
温
室
展
示
】

★
ク
ラ
フ
ト
昆
虫
展

８
／
２１
㈫
〜
９
／
２
㈰

★
和
紙
ち
ぎ
り
絵
展

９
／
４
㈫
〜
１７
㈪

【
特
別
展
示
】

★
熱
帯
果
樹
展

〜
８
／
２６
㈰
ま
で

★
変
化
朝
顔
展

８
／
２８
㈫
〜
９
／
２
㈰

【
体
験
教
室
】

★
木
と
の
ふ
れ
あ
い
工
作
教

室　

８
／
１０
㈮
〜
１４
㈫

★
か
ん
た
ん
ク
ラ
フ
ト
教
室

・
ハ
ー
ブ
で
作
ろ
う
！
楽
し

も
う　

８
／
１８
㈯
〜
１９
㈰

★
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ラ
ワ
ー
教

室　

８
／
２５
㈯
〜
２６
㈰

時
間
な
ど
の
詳
細
は

（
☎
２４

－

６
４
６
５
）

　当所では新潟県中越沖地震による被災地の復旧

を支援するため下記により義援金窓口を設置しま

した。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。

                                    

１，義援金について

  ①お振り込みの場合

     口座　第四銀行新津支店(普 )１５７１１９４

　  名義   （カナ）ショウコウカイギショギエンキン

　　　　 （漢字）新津商工会議所新潟県中越沖地震義援金

     ※第四銀行各店からの取扱手数料は無料です

　　  が、他銀行からの場合は取扱手数料が掛か

　　  ります。

　②現金の場合

　　お手数ですが当所窓口までお越し下さい。

２，受付期間

　    平成１９年７月２４日㈫～平成１９年９月２８日㈮

３，税法上の措置について

　  所得税法第７８条第２項第１号の規定に基づく

 寄附金控除、法人税法第３７条第４項第１号の規定

 に基づく損金として扱われます。

 　謹んでお見舞い申し上げます。


